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※Ａ君は、保健所の指示で自宅療養

※Ｂさんは、濃厚接触者となった日から７日間の待機

※日数の起点は、陽性が判明した日の翌日とする。

学校等における陽性者確認の際の対応フロー【確定版】

　Ｂさんは、７日間の待機期間に入っているが、安全を確認する期間とする５日間が経過
していない場合は、同じクラスの児童・生徒に濃厚接触者があると想定されるため、学級
等の閉鎖を行う。
　一方、５日間経過していれば、その間、他の児童・生徒との接触はないと判断し、学級
閉鎖は行わない。

6日 7日 8日 9日0日 2日 3日 4日 5日

Ａ君（児童・生徒）の陽性が判明

Ａ君の濃厚接触者であるＢさん（兄弟
姉妹）が児童・生徒の場合

ケース①

児童・生徒に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合
は、当該児童・生徒が属する学級等を、陽性が判明した日の翌日
から5日間（土日・祝日を含む）閉鎖する。
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Ｂさんの学級の閉鎖は行わない。

Ｂさんの発症時期により判断

発症しない場合

Ｂさんが
発症

PCR検査
受検

陽性
判明

Ｂさんが
発症

PCR検査
受検

陽性
判明

Ｂさんの
学級を閉鎖

通常

ケース② 発症した場合

1日

※学級等の閉鎖は
　行わない。


